
　令和５年12月、国はこども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するため、こど
も施策の基本的な方針等を、こども大綱に定めました。このこども大綱では「こどもまん
なか社会」の実現を目指しています。

こどもまんなか社会の実現

津市こども計画とは
　津市は、こども基本法やこども大綱を踏まえ、子どもや若者、子育て世代などのご意見
や思いを原点として、さまざまなニーズ・課題をお聞きし、子どもと子育てを応援するプ
ランとなるよう、令和７年度から５年を期間とする津市こども計画の策定作
業を進めています。
　アンケート調査や対面での懇談などでお聞きした約8,000人からのご意見
等を踏まえ、11月に津市こども計画の素案を発表する予定です。

津市こども計画の策定と
津市のこども・子育て政策

♪
♬

放課後児童クラブに
希望者全員が
入れるように
ならないかな。

子育てに
経済的な
支援をして
欲しい。

病児保育を
充実して
欲しい。

自宅で
家事を手伝ってくれる
支援があったら
いいのに。

子どもが
伸び伸びと

遊べる大きな公園が
あったらいいな。

　　　　　　　　　　　とは？
全ての子どもや若者が心も体も幸せに生きられる社会

こどもまんなか社会

安心して
子どもを生み育て、

子どもと
生活できる

自由で多様な
選択ができ、自分の
可能性を広げる
ことができる

夢や希望を
かなえるために
伸び伸び

チャレンジできる

社会全体から
支えられ、幸せな

状態で子育ての喜びを
実感できる

ご意見は
こちら
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